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燃
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す
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〇
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
施
設
検
査
等
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
）

（
施
設
検
査
等
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
）

第
四
十
一
条

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定

第
四
十
一
条

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
に

す
る
政
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
核
燃
料

規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
核

物
質
と
す
る
。

燃
料
物
質
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
に
係
る
防
護
措
置
が
必
要
な
場
合
）

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
に
係
る
防
護
措
置
が
必
要
な
場
合
）

第
四
十
二
条

法
第
五
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合

第
四
十
二
条

法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、

は
、
使
用
施
設
等
（
使
用
施
設
、
貯
蔵
施
設
及
び
廃
棄
施
設
を
い
う
。
以
下

使
用
施
設
等
（
使
用
施
設
、
貯
蔵
施
設
及
び
廃
棄
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ

同
じ
。
）
に
お
い
て
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
場
合
と
す
る

。
）
に
お
い
て
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
場
合
と
す
る
。

。（
受
託
貯
蔵
に
係
る
防
護
措
置
が
必
要
な
特
定
核
燃
料
物
質
）

（
受
託
貯
蔵
に
係
る
防
護
措
置
が
必
要
な
特
定
核
燃
料
物
質
）

第
五
十
三
条

法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
定
核
燃
料

第
五
十
三
条

法
第
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
定
核
燃
料

物
質
は
、
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
と
す
る
。

物
質
は
、
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
と
す
る
。

（
報
告
）

（
報
告
）

第
五
十
九
条

法
第
六
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
が

第
五
十
九
条

法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
が

国
際
規
制
物
資
を
使
用
し
て
い
る
者
（
国
際
規
制
物
資
を
貯
蔵
し
て
い
る
使

国
際
規
制
物
資
を
使
用
し
て
い
る
者
（
国
際
規
制
物
資
を
貯
蔵
し
て
い
る
使

用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
及
び
国
際
規
制
物
資
を
廃
棄
し
て
い
る
廃
棄
事
業
者

用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
及
び
国
際
規
制
物
資
を
廃
棄
し
て
い
る
廃
棄
事
業
者

を
含
む
。
）
そ
の
他
の
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、

を
含
む
。
）
そ
の
他
の
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
外
務
省
職
員
の
立
会
い
を
要
す
る
立
入
検
査
等
）

（
外
務
省
職
員
の
立
会
い
を
要
す
る
立
入
検
査
等
）

第
六
十
一
条

法
第
六
十
八
条
第
九
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
国
際
原
子

第
六
十
一
条

法
第
六
十
八
条
第
八
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
国
際
原
子
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力
機
関
の
指
定
す
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
で
あ
つ
て
次
に
掲

力
機
関
の
指
定
す
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
で
あ
つ
て
次
に
掲

げ
る
も
の
を
行
う
場
合
（
当
該
立
入
検
査
の
際
に
同
条
第
十
四
項
の
規
定
に

げ
る
も
の
を
行
う
場
合
（
当
該
立
入
検
査
の
際
に
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に

よ
る
封
印
又
は
装
置
の
取
付
け
を
す
る
場
合
を
含
む
。
）
と
す
る
。

よ
る
封
印
又
は
装
置
の
取
付
け
を
す
る
場
合
を
含
む
。
）
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
国
家
公
安
委
員
会
等
と
の
関
係
）

（
国
家
公
安
委
員
会
等
と
の
関
係
）

第
六
十
三
条

（
略
）

第
六
十
三
条

（
略
）

２

法
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者

２

法
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
意
見
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
意
見
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
者
と
す
る
。

る
者
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
略
）

七

そ
の
貯
蔵
に
用
い
る
施
設
が
原
子
力

国
家
公
安
委
員
会
及
び

七

そ
の
貯
蔵
に
用
い
る
施
設
が
原
子
力

国
家
公
安
委
員
会
及
び
海

規
制
委
員
会
が
告
示
で
定
め
る
施
設
に

海
上
保
安
庁
長
官

規
制
委
員
会
が
告
示
で
定
め
る
施
設
に

上
保
安
庁
長
官

該
当
す
る
受
託
貯
蔵
者
に
つ
い
て
の
法

該
当
す
る
受
託
貯
蔵
者
に
つ
い
て
の
法

第
六
十
条
第
一
項
（
特
定
核
燃
料
物
質

第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
の
運
用
に
関

の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る

す
る
意
見

部
分
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
規
定
の
運
用
に
関
す
る
意
見

八

受
託
貯
蔵
者
で
あ
つ
て
前
号
に
規
定

国
家
公
安
委
員
会

八

受
託
貯
蔵
者
で
あ
つ
て
前
号
に
規
定

国
家
公
安
委
員
会

す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
の
法

す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
の
法

第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
の
運
用
に
関

第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
の
運
用
に
関

す
る
意
見

す
る
意
見
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〇
原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
補
償
損
失
）

（
補
償
損
失
）

第
一
条

原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う

第
一
条

原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
状
態
と
は
、
次
の
各
号
に

。
）
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
状
態
と
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
状
態
を
い
う
。

掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
状
態
を
い
う
。

一

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

一

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
二
条
第

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
二
条
第

四
項
、
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第

四
項
、
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第

四
項
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項

四
項
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十

二
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七

二
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
十

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
十

八
、
第
四
十
三
条
の
二
十
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
に
お

八
、
第
四
十
三
条
の
二
十
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
条
第
四

い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
条
第
四

項
、
第
五
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項

項
、
第
五
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項

、
第
五
十
一
条
の
十
六
、
第
五
十
一
条
の
十
八
第
四
項
、
第
五
十
一
条
の

、
第
五
十
一
条
の
十
六
、
第
五
十
一
条
の
十
八
第
四
項
、
第
五
十
一
条
の

二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項
、
第
五
十
六

二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項
、
第
五
十
六

条
の
三
、
第
五
十
七
条
第
四
項
、
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準

条
の
三
第
四
項
、
第
五
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
十
七
条

用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項
、
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第

の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項
、
第
五
十
七
条

一
項
又
は
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
の
違
反
で
原
子
力
損
害
の
発
生
の
原

の
四
、
第
五
十
七
条
の
五
、
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項

因
と
な
る
も
の
が
な
い
こ
と
。

又
は
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
違
反
で
原
子
力
損
害

の
発
生
の
原
因
と
な
る
も
の
が
な
い
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）


